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議案第７号

（総　　則）

第１条　令和５年度伊勢市病院事業会計の予算は、次に定めるところによる。

（業務の予定量）

第２条　業務の予定量は、次のとおりとする。

項　　　　　　　　　目 予　　　　　定　　　　　量

300 床

　入　　　　院 90,960 人

　外　　　　来 125,740 人

　健診・ドック 13,990 人

　入　　　　院 249 人

　外　　　　来 517 人

　健診・ドック 50 人

（収益的収入及び支出）

第３条　収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。 （単位：千円）

款　　　　　　　　　　項 予　　　　　定　　　　　額

第１款    病　院　事　業　収　益 8,519,793

　第１項　　医　　　業　　　収　　　益 6,806,950

　第２項　　健　　　診　　　収　　　益 357,284

　第３項　　医　　業　　外　　収　　益 1,355,459

　第４項　　特　　　別　　　利　　　益 100

（単位：千円）

款　　　　　　　　　　　項 予　　　　　定　　　　　額

第１款　　病　院　事　業　費　用 8,771,912

　第１項　　医　　　業　　　費　　　用 8,379,768

　第２項　　健　　　診　　　費　　　用 228,068

　第３項　　医　　業　　外　　費　　用 162,976

　第４項　　特　　　別　　　損　　　失 100

　第５項　　予　　　　  備  　　　　費 1,000

令 和 ５ 年 度 伊 勢 市 病 院 事 業 会 計 予 算

（１）　病　　　　　床　　　　　数

（３）　１　日　平　均　患　者　数

（２）　年　　間　　患　　者　　数

支　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　出

収　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　入
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（資本的収入及び支出）

第４条　資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。（資本的収入額が資本的支出額

　に対し不足する額 527,134 千円は、当年度分損益勘定留保資金等 527,134 千円で補塡するも

　のとする。） （単位：千円）

款　　　　　　　　　　　項 予　　　　　定　　　　　額

第１款　　資　　本　　的　　収　　入 618,258

　第１項　　負　　　　  担　　　　　金 474,224

　第２項　　企　　　　  業　　　　　債 100,000

　第３項　　寄　　　　　附　　　　　金 3,000

　第４項　　基　　金　　繰　　入　　金 37,080

　第５項　　投　　資　　償　　還　　金 3,954

（単位：千円）

款　　　　　　　　　　　項 予　　　　　定　　　　　額

第１款　　資　　本　　的　　支　　出 1,145,392

　第１項　　建　　設　  改　　良　　費 150,000

　第２項　　企　 業　 債 　償 　還 　金 951,358

　第３項　　投　　　　　　　　　　　資 37,080

　第４項　　基　　金　　積　　立　　金 6,954

（企　業　債）

第５条　起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりとする。

（単位：千円）

起債の目的 限度額

（一時借入金）

第６条　一時借入金の限度額は、1,000,000 千円と定める。

（予定支出の各項の経費の金額の流用）

第７条　予定支出の各項の経費の金額を流用できる場合は、次のとおりと定める。

（１）医業費用

（２）健診費用

（３）医業外費用

起債の方法 利　　　率 償還の方法

支　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　出

収　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　入

医療器械整備事業 100,000 

証書借入

又は

証券発行

　政府資金、地方公共
団体金融機構資金につ
いては、その融通条件
により、銀行その他の
場合には、その債権者
との協定によるものと
する。
　ただし、財政の都合
により据置期間及び償
還期限を短縮し、又は
繰上償還もしくは低利
に借換えすることがで
きる。

　 5.0 ％ 以内（た
だし、利率見直し方
式で借り入れる政府
資金及び地方公共団
体金融機構資金につ
いて、利率の見直し
を行った後において
は、当該見直し後の
利率）
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（議会の議決を経なければ流用することのできない経費）

第８条　次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に流用し、又は

  それ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。

（単位：千円）

項         　　　　　　　目 予　　　　　定　　　　　額

（１）職　　 員 　　給　　　与　　　費 4,507,865

（２）交　　　　　　際　　　　　　　費 3,000

（他会計からの補助金）

第９条　一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、次のとおりとする。 （単位：千円）

項           　　　　　　　目 予　　　　　定　　　　　額

（１）病院群輪番制病院運営費補助金 7,352

（２）経営改善のための補助金 370,000

（たな卸資産購入限度額）

第10条　たな卸資産の購入限度額は 1,534,500 千円と定める。

令和５年２月２０日　提出

　　　伊 勢 市 長　　鈴　木　健　一
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収益的収入及び支出 （単位：千円）

款 項 目 予　定　額

１．病院事業
    収   益

8,519,793

１．医業収益 6,806,950

１．入院収益 4,743,377

２．外来収益 1,823,230

３．他 会 計
　　負 担 金

56,658 一般会計繰入金

183,685 室料差額収益 160,614

医療相談収益 16,320

その他医業収益 6,751

２．健診収益 357,284

１．健診収益 357,284
公衆衛生
活動収益

355,306

その他健診収益 1,978

３．医 業 外
    収    益

1,355,459

１．他 会 計
    補 助 金

377,352
病院群輪番制病院
運営費補助金

7,352

一般会計繰入金 370,000

２．他 会 計
    負 担 金

481,856 一般会計繰入金

３．県補助金 8,605

４．国庫補助金 3,500

５．そ　の　他
    医業外収益

32,110 駐車場使用料他

６．長期前受金
　　戻　　　入

452,036 長期前受金戻入

４．特別利益 100

１．過年度損益
    修  正  益

100

（単位：千円）

款 項 目 予　定　額

１．病院事業
    費    用

8,771,912

１．医業費用 8,379,768

１．給 与 費 4,375,570 給    料 1,581,803

  特 別 職 1人

　医  　師 56人

　医療技術員 91人

　看 護 師 249人

　准看護師 6人

　事 務 員 26人

　労 務 員 10人

439人

手 当 等 1,523,094

令和 ５ 年度伊勢市病院事業会計予算実施計画 

収　　　　　　　　　　　　　　　　　　　入

備　　　　　　　考

支　　　　　　　　　　　　　　　　　　　出

４．そ の 他
    医業収益

救急医療体制人材確保緊急支援事業
補助金他

臨床研修費等補助金

備　　　　　　　考
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款 項 目 予　定　額

報    酬 477,415

法定福利費 600,821

退職給付費 191,437

災害補償金 1,000

２．材 料 費 1,389,664 薬 品 費 771,662

診療材料費 592,892

給食材料費 7,110

医療消耗備品費 18,000

　 ３．経  　費 1,563,775 光熱水費 212,354

燃 料 費 540

交 際 費 3,000

修 繕 費 40,092

賃 借 料 52,931

委 託 費 1,150,784

その他の経費 104,074

４．減価償却費 992,343 固定資産減価償却費

５．資産減耗費 4,000 たな卸資産減耗費 1,000

固定資産除却費 3,000

６．研究研修費 54,416 研究材料費 1,190

図 書 費 20,573

旅  　費 15,216

その他の
研究研修費

17,437

２．健診費用 228,068

１．給 与 費 151,455 給　　料 33,300

　医療技術員 2人

　看 護 師 4人

　事 務 員 2人

8人

手 当 等 23,200

報    酬 76,506

法定福利費 18,449

２．材 料 費 7,320 薬 品 費 2,040

診療材料費 5,280

　 ３．経  　費 52,940 光熱水費 1,608

燃 料 費 36

修 繕 費 1,960

賃 借 料 340

委 託 費 38,858

その他の経費 10,138

４．減価償却費 16,353 固定資産減価償却費

備　　　　　　　考
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款 項 目 予　定　額

３．医業外費用 162,976

60,760 企業債利息 60,260

一時借入金利息 500

２．徴収不能
    損    失

100 徴収不能医療費処分

３．雑 損 失 27,137 消費税雑損失 13,637

その他雑損失 13,500

４．医業外雑費 35,461 医師確保経費 11,250

看護師確保経費 23,520

医業外雑費 691

５．負 担 金 555

６．消 費 税 38,963

４．特別損失 100

　
１．過年度損益
    修  正  損

100

５．予 備 費 1,000

１．予 備 費 1,000

資本的収入及び支出 （単位：千円）

款 項 目 予　定　額

１．資本的収入 618,258

１．負 担 金 474,224

１．他 会 計
    負 担 金

474,224 一般会計繰入金

２．企 業 債 100,000

　 １．企 業 債 100,000 医療器械整備事業

３．寄 附 金 3,000

１．寄 附 金 3,000

４．基金繰入金 37,080

１．基金繰入金 37,080 医師及び看護師奨学基金

５．投資償還金 3,954

１．投資償還金 3,954

（単位：千円）

款 項 目 予　定　額

１．資本的支出 1,145,392

１．建設改良費 150,000

１．資産購入費 150,000

２．企 業 債
    償 還 金

951,358

１．企 業 債
    償 還 金

951,358

３．投　　資 37,080

１．その他投資 37,080 医師及び看護師奨学金

４．基金積立金 6,954

１．基金積立金 6,954

備　　　　　　　考

支　　　　　　　　　　　　　　　　　　　出

１．支 払 利 息
    及 び 企 業
    債取扱諸費

器械備品購入費

備　　　　　　　考

医師及び看護師奨学金返還金

収　　　　　　　　　　　　　　　　　　　入

備　　　　　　　考
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(単位：千円)

１　業務活動によるキャッシュ・フロー

　　　　当年度純利益 △388,449

　　　　減価償却費 1,008,696

　　　　長期貸付金免除額 34,770

　　　　退職給付引当金の増加額 133,746

　　　　賞与引当金の増加額 10,136

　　　　法定福利費引当金の増加額 2,706

　　　　貸倒引当金の増加額 62

　　　　長期前受金戻入額 △455,205

　　　　支払利息 60,760

　　　　固定資産除却費 3,000

　　　　未収金の減少額 471,344

　　　　未払金の減少額 △36,685

　　　　たな卸資産の増加額 △22,126

　　　　　小　計 822,755

　　　　利息の支払額 △60,760

　　　　業務活動によるキャッシュ・フロー 761,995

２　投資活動によるキャッシュ・フロー

　　　　有形固定資産の取得による支出 △136,364

　　　　長期貸付金による支出 △37,080

　　　　長期貸付金の返還による収入 3,954

　　　　基金繰入金による収入 37,080

　　　　基金積立金による減少額 △6,954

　　　　一般会計からの繰入金による収入 474,224

　　　　寄附金による収入 3,000

　　　　投資活動によるキャッシュ・フロー 337,860

３　財務活動によるキャッシュ・フロー

　　　　一時借入による収入 1,000,000

　　　　一時借入の償還による支出 △1,000,000

　　　　建設改良企業債による収入 100,000

　　　　建設改良企業債の償還による支出 △951,358

　　　　財務活動によるキャッシュ・フロー △ 851,358

　　資金増加額 248,497

　　資金期首残高 906,814

　　資金期末残高 1,155,311

令和５年度　伊勢市病院事業会計予定キャッシュ・フロー計算書
(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)
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１ 総　括

（　）は、外書きで短時間勤務職員（再任用短時間勤務職員及びパートタイム会計年度任用職員）を表す

　ア　会計年度任用職員以外の職員

（　）は、外書きで再任用短時間勤務職員を表す

給 与 費

給 与 費
法定福利費

比 較 2,798 △336 △143 2,755 9,506

前 年 度 30,507 18,567 2,540 22,433 423,021 187,220

△1,545

手当の

内　訳

区　分
地域手当 扶養手当

（千円） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円）

本 年 度 33,305 18,231 2,397 25,188 432,527 185,675

△762 △3,225 46,225 322

管理職手当
管 理 職 員
特別勤務手当

宿日直手当 特殊勤務手当 退職給付費

24,601 32,807

通勤手当 住居手当
期 末 及 び
勤 勉 手 当

時間外勤務手当

（千円） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円）

災害補償費 合計
給 料 手 当 計

特別職 一般職 （千円） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円）

1,000 3,837,883
429

1
(7)

1,579,744 1,620,367 3,200,111

625,592

手当の

内　訳

区　分
地域手当 扶養手当 通勤手当

前 年 度 51,373 36,456 25,544

比 較 1,080

前　年　度 551,156 1,000

38,169 23,839

435

3,267,203 569,680

18,524

4,369,3231,653,720

553,921 1,615,103 1,718,571

508,104 1,598,616

退職給付費

25,188 436,420

11,387

193,379

宿日直手当 特殊勤務手当

29,582 671,872

192,782

（千円） （千円） （千円）

△3,225 46,280 597

32,807

前　年　度

比　　　較

本　年　度

1

0

1

給　　与　　費　　明　　細　　書

区　　　分
職 員 数 （ 人 ） 法定福利費 災害補償費 合計

報 酬 給 料 手 当 計

特別職 一般職 （千円） （千円） （千円） （千円）

45,817 16,487

本 年 度 52,453

（千円） （千円） （千円）

時間外勤務手当住居手当
期 末 及 び
勤 勉 手 当

（千円） （千円） （千円）

1,713 △800

（千円） （千円） （千円）

(172)

439

38,169 24,744

△3

(2)

(170)

442

64,851 127,155 0 138,542

3,887,595 619,270 1,000 4,507,865

3,760,440 607,883 1,000

3,752,267

85,616
△6

598,746 192,096

比 較 1,080 1,713

区　分
夜間勤務手当 管理職手当

管 理 職 員
特別勤務手当

（千円）（千円） （千円）

0

本 年 度 52,453 29,582 644,971 192,418

前 年 度 51,373 36,456

10,407

191,437

188,021前 年 度 31,592 18,567 2,540 22,433 426,013

3,416

本 年 度 34,699 18,231 2,397

2,755比 較 3,107 △336 △143

区　　　分
職 員 数 （ 人 ）

本　年　度 1
(7)

1,588,448 1,678,755

比　　　較 0
(0)

8,704 58,388 67,092

区　分
夜間勤務手当
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　イ　会計年度任用職員

（　）は、外書きでパートタイム会計年度任用職員を表す

２ 会計年度任用職員以外の職員に係る給料及び手当の増減額の明細

職員の異動状況

(7) 

(7) 

(0) 

（　）は、外書きで再任用短時間勤務職員を表す

３ 会計年度任用職員以外の職員に係る給料及び手当の状況

　ア　職員１人当たり給料

58,388手　当

60.139.539.2

夜間勤務手当

（千円）

特殊勤務手当 退職給付費

（千円） （千円）

5,762

801

4,961

1,394

1,085

309

3,893

2,992

901

265,014288,810300,399

△6

期末手当

（千円）

26,901

26,846

55

時間外勤務手当

（千円）

961

686

275

(円)

43.3 56.0

給与改定に伴う増減分

説 明 備　　　　　考

4,827

看護職員処遇改善に伴う
増減分

　・令和４年度　給料の改定率　0.34％
　・給与改定の実施時期　令和４年４月１日

給 与 費

手当の

内　訳

法定福利費

比　　　較

前 年 度 943

比 較 △38

区　分
通勤手当

（千円）

本 年 度 905

0
(2)

45,817 7,783 6,463 60,063 △7,137

（千円）

669,982
10

617,056

52,926
3

（千円） （千円）

前　年　度 0
(163)

508,104 18,872 33,353 560,329 56,727
7

本　年　度 0
(165)

553,921 26,655 39,816 620,392 49,590

区　　　分
職 員 数 （ 人 ） 合計

報 酬 給 料 手 当 計

特別職 一般職 （千円） （千円） （千円）

職員の変動等に伴う増減分

38.938.1

区　分
増 減 額

（千円）

増 減 事 由 別 内 訳

(千円)

472,209

医師

471,504

平均年齢 (歳、月 )

労務員事務員

令和５年
２月１日
現　　在

平均給料月額

282,651291,114 232,000令和４年
２月１日
現　　在

平均給料月額 (円) 315,518282,600

41.1059.1

区 分

236,519310,788

53.442.7

准看護師看護師医療技術員

平均年齢 (歳、月 )

43.9

23,560

58,388 職員の変動等に伴う増減分

425 4

前年度 430 5

増　減 △5 △1

△21,532

現に在職する
職員数　(人)

その他

(人)

本年度 (1) (6)

昇給に伴う増減分 1,849 　・平均昇給率　1.37％

その他の増減分
(人)

計

435

429

(2) 

(△1)

その他の増減分

(8)

(△2)

給　料 8,704
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　イ　初任給

　ウ　級別職員数

（　）は、外書きで再任用短時間勤務職員を表す

8 29.6

労 務 員

1 33.3

(100.0)

154,600 151,900

6 22.2

66.7
(1)
7

(100.0)
25.0

(100.0)
25.9

28 100.0

養成所卒169,800 164,100

養成所卒169,900

准 看 護 師 事 務 員

191,700

総合職198,500

一般職185,200

(1)
2

161,500

3.7

31.6 3

1.2

令和４年
２月１日
現　　在

13

７級

５級

９級

1

６級

区 分 医 師 医 療 技 術 員 看 護 師

市 の 制 度

高 校 卒 (円)

６卒 　309,300 ６卒　219,200

３卒  198,500

大 学 卒

短 大 卒 (円)
２卒  191,700

(円)
博士修了337,300 ４卒　205,400

205,400

２卒  185,200

３卒  198,500

国 の 制 度

高 校 卒 (円)

６卒 　253,600 ６卒　213,600

３卒  204,900

大 学 卒

短 大 卒 (円)
２卒  197,000

(円)
博士修了337,300 ４卒　191,500

213,200

３卒  181,100

２卒  170,500

区 分 級
医 師 医 療 技 術 員 看 護 師 准 看 護 師 事 務 員 労 務 員

職員数（人） 構成比（％） 職員数（人） 構成比（％） 職員数（人） 構成比（％） 職員数（人） 構成比（％） 職員数（人） 構成比（％） 職員数（人） 構成比（％）

１級 15 26.8 4 1.6

２級 6 10.7
108 44.1
(2) (100.0) (2)

1
32 35.6

３級 6 10.7 36 40.0 91 37.2 3 75.0

４級 21 37.5 13 14.4 25 10.2

5 18.6

1

2 2.2 3 1.2

2

(2)
245 100.0

(100.0)

令和５年
２月１日
現　　在

５級 8 14.3 5 5.6 13 5.3

６級

７級 2.2

100.0
(100.0)
100.0

(1)
4

(100.0)
100.0 3

(2) (1)
27

(100.0)

1 0.4

９級

８級

１級 17

(1) (100.0)
36 38.7

計 56

２級 3 5.5

31.5 2 2.1

100.0 90 100.0

120
(100.0)(3)

8 28.6

7 2.8

(2) (100.0)
348.6

(2) (100.0)
1 25.0 75.0

75.0 7 25.0

４級 19 35.2 13 14.0 25

３級 8 14.8

10.1 6 21.4

33 35.5 78

7 13.0 5 5.4 5.3 1 25.0

4 4.3 3 6 21.4

計 54 100.0
(1)
93

(2)
4

(100.0)
100.0

８級 0.4 1 3.6

100.0
(100.0)

4
(2)

100.0
(100.0)(3)

247100.0
(100.0)
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（級別の基準となる職務）

　エ　特殊勤務手当

　オ　期末手当・勤勉手当

（　）は、外書きで再任用短時間勤務職員を表す

　カ　定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

　キ　その他の手当

対象者

支給額

有

有

有

職務上の段階、職務の
級等による加算措置

４級 ８級５級

一 般 職 職 員 職 員

区 分

薬 局 長
室 長
課 長

看護副部長

次 長
参 事

医 療 職

６級 ７級

主 事
職 員

副 主 任

8.6 9.0

部 長

診療各科の部長
診 療 各 科 の
副 部 長

院 長
副 院 長
医 療 部 長
医療技術部長
薬 剤 部 長
健診ｾ ﾝ ﾀ ｰ長

理 事

係 長
主任看護師

副 薬 局 長
室 長 補 佐
課 長 補 佐
看 護 師 長

（％） （％） （％） （％）

2.0

そ の 他 の 加 算
措 置 等（月分） （月分） （月分） （月分）

20年勤続の者 25年勤続の者 35年勤続の者 最 高 限 度

無

退 職 時
特 別 昇 給

無

備 考

２ ％ ～ 45 ％

定年前早期退職

24.586875 33.27075 47.709 47.709 特 例 措 置

２ ％ ～ 45 ％

定年前早期退職

国の制度

俸給、俸給の特別調整額、専門スタッフ職調整手当及び扶養手当の月額
の合計額に、各級地の区分に応じて、各割合（100分の20から100分の
３）を乗じて得た額。ただし、上記割合が100分の16以下の地域区分に勤
務する医師及び歯科医師については、100分の16を乗じて得た額。

（令和５年２月１日現在）

代表的な特殊勤務手当の名称 医師確保手当、医師診療手当、医療業務手当、夜間看護手当

区 分 一般会計の制度との異同

住 居 手 当 同 じ

100 100 100 100 100 100

医師及び歯科医師

100

（1.125）
2.15

制 度 の 内 容

24.586875 33.27075 47.709 47.709 特 例 措 置

通 勤 手 当 同 じ

扶 養 手 当 同 じ

地 域 手 当 異なる

３級

診療各科の部長
診 療 各 科 の
副 部 長

１級

医 員 医 長

２級

支給対象職員の比率

給料総額に対する比率 27.0 113.3 2.5

一 般 会 計 の 制 度
( 支 給 率 等 ）

支 給 率 等

区 分

給料、管理職手当及び扶養手当の月額の合計額に、100分の16を乗じて得た額

1.2

区 分
全 体 医 師 医 療 技 術 員 看 護 師 准 看 護 師 事 務 員 労 務 員

（％） （％）

技能労務職員 技能労務職員 技能労務職員技 能 労 務 職

一 般 会 計 の 制 度

前 年 度

本 年 度

区 分

（％）

６月　（月分） 12月　（月分）
支給率計　（月分）

（1.15）
2.2

（1.15）
2.2

（2.3）
4.4

（2.25）
4.3

（2.3）
4.4

（1.15）
2.2

（1.125）
2.15

（1.15）
2.2

支 給 期 別 支 給 率
備 考

係 長
主 任
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（単位：千円）

国  県
補助金

企業債 出資金 その他

2,550,400 0 0 0 0 1,848,000

435,606 0 0 0 0 292,656

697,200 0 0 0 0 697,200

債　務　負　担　行　為　に　関　す　る　調　書

事 項 限度額

前年度末までの支払
義務発生(見込)額

当該年度以降の支
払義務発生予定額

左の財源内訳

特定財源

金　額
一般財源

期   間期   間 金　額

1,848,000

697,200

新市立伊勢総合
病院エネルギー
サービス業務委
託

自　令和元年度

至　令和４年度
702,400

自 令和５年度

至 令和15年度

自 令和５年度

至 令和６年度

病院給食業務委
託

令和４年度 142,950 292,656

医療事務等業務
委託

自 令和５年度

至 令和８年度
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（単位：千円）

１．固定資産

（１）有形固定資産

イ．土地 1,572,579

ロ．建物 12,588,712

　　減価償却累計額 △ 1,798,591 10,790,121

ハ．構築物 1,530,515

　　減価償却累計額 △ 264,777 1,265,738

ニ．器械備品 5,486,422

　　減価償却累計額 △ 4,131,673 1,354,749

ホ．車両 11,079

　　減価償却累計額 △ 9,237 1,842

有形固定資産合計 14,985,029

（２）無形固定資産

イ．電話加入権 3,563

無形固定資産合計 3,563

（３）投資その他の資産

イ．長期貸付金 327,131

ロ．基金 158,090

投資その他の資産合計 485,221

固定資産合計 15,473,813

２．流動資産

（１）現金預金 1,155,311

（２）未収金 1,012,522

　　　貸倒引当金 △ 98,283 914,239

（３）貯蔵品 93,416

流動資産合計 2,162,966

資産合計 17,636,779

資　　　産　　　の　　　部

令和５年度　伊勢市病院事業予定貸借対照表

（令和6年3月31日）
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３．固定負債

（１）企業債

イ．建設改良等企業債 9,480,294

企業債合計 9,480,294

（２）引当金

イ．退職給付引当金 1,937,751

引当金合計 1,937,751

固定負債合計 11,418,045

４．流動負債

（１）企業債

イ．建設改良等企業債 983,809

企業債合計 983,809

（２）未払金 571,625

（３）引当金

イ．賞与引当金 216,582

ロ．法定福利費引当金 42,584

引当金合計 259,166

（４）その他流動負債 1,000

流動負債合計 1,815,600

５．繰延収益

　　長期前受金 4,237,718

　　収益化累計額 △ 2,769,075

繰延収益合計 1,468,643

負債合計 14,702,288

負　　　債　　　の　　　部
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６．資本金 4,254,000

７．剰余金

（１）資本剰余金

イ．受贈財産評価額 141,808

ロ．他会計補助金 89,846

ハ．工事負担金 53,395

ニ．寄附金 70,841

ホ．他会計負担金 697,162

　資本剰余金合計 1,053,052

（２）欠損金

イ．当年度未処理欠損金 2,372,561

　欠損金合計 2,372,561

剰余金合計 △ 1,319,509

資本合計 2,934,491

負債資本合計 17,636,779

資　　　本　　　の　　　部
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注記

　Ⅰ　重要な会計方針

１　たな卸資産の評価基準及び評価方法

　　　貯蔵品　　先入先出法による原価法

２　固定資産の減価償却の方法

　　（１）有形固定資産

　　　　・減価償却の方法　　定額法

　　　　・主な耐用年数

　　　　　　建物　　　　　  8年～47年

　　　　　　構築物　　　　 15年～50年

　　　　　　器械備品　　　　3年～15年

　　　　　　車両　　　　　　6年

３　引当金の計上方法

　　（１）退職給付引当金

　　　　　　職員の退職手当の支給に備えるため、当年度末における退職手当の要支給額に

　　　　　相当する金額を計上している（なお、他会計が負担すると見込まれる金額

　　　　　82,531,111円を除く）。

　　（２）賞与引当金

　　　　　　職員の期末・勤勉手当の支給に備えるため、当年度末における支給見込額に基

　　　　　づき、当年度の負担に属する額（12月から3月までの4か月分）を計上している。

　　（３）法定福利費引当金

　　　　　　職員の期末・勤勉手当に係る法定福利費の支出に備えるため、当年度末におけ

　　　　　る支出見込み額に基づき、当年度の負担に属する額を計上している。

　　（４）貸倒引当金

　　　　　　債権の不納欠損の損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、

　　　　　貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込

　　　　　額を計上している。

４　消費税の会計処理

　　　消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

　Ⅱ　予定キャッシュフロー計算書に関する注記

　　　当事業年度において重要な非資金取引は予定していない。

　Ⅲ　予定貸借対照表等関連

　　企業債の償還に係る他会計の負担

　　　貸借対照表に計上されている企業債（当年度の末日の翌日から起算して1年以内に償

　　還予定のものも含む）のうち、一般会計が負担すると見込まれる額は4,185,641千円であ

　　る。
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　Ⅳ　その他

１　退職給付引当金の取崩し

　　　当事業年度において、退職手当として 57,691千円を支給するために、退職給付引当

　　金 57,691千円を使用する。

２　賞与引当金及び法定福利費引当金の取崩し

　　　当事業年度において、職員の期末・勤勉手当として 661,736千円を支給するために、

　　賞与引当金 206,446千円を使用し、これに伴う法定福利費として 116,255千円を支出す

　　るために、法定福利費引当金 39,878千円を使用する。
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（単位：千円）

１．医業収益
　（１）入院収益 4,280,842
　（２）外来収益 1,751,870
　（３）他会計負担金 56,658
　（４）その他医業収益 122,311 6,211,681

２．医業費用
　（１）給与費 4,338,468
　（２）材料費 1,403,324
　（３）経費 1,341,619
　（４）減価償却費 992,618
　（５）資産減耗費 6,000
　（６）研究研修費 44,025 8,126,054

　　　医業損失 1,914,373

３．健診収益
　 (１) 公衆衛生活動収益 332,819
   (２) その他健診収益 5,141 337,960

４．健診費用
　（１）給与費 150,828
　（２）材料費 6,840
　（３）経費 44,468
　（４）減価償却費 16,506 218,642

　　　健診利益 119,318

５．医業外収益
　（１）他会計補助金 366,506
　（２）他会計負担金 485,783
　（３）県補助金 683,612
　（４）国庫補助金 3,500
　（５）その他医業外収益 32,071
　（６）長期前受金戻入 462,385 2,033,857

６．医業外費用
　（１）支払利息及び企業債取扱諸費 61,199
　（２）徴収不能損失 100
　（３）雑損失 303,207
　（４）医業外雑費 29,668
　（５）負担金 5,662
　（６）予備費 1,000 400,836 1,633,021

　　　経常損失 162,034

７．特別利益
　（１）過年度損益修正益 100 100

８．特別損失
　（１）過年度損益修正損 100 100 0

　　　当年度純損失 162,034

　　　前年度繰越欠損金 1,822,078

　　　当年度未処理欠損金 1,984,112

令和４年度　伊勢市病院事業会計予定損益計算書
（令和4年4月1日から令和5年3月31日まで）
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（単位：千円）

１．固定資産

（１）有形固定資産

イ．土地 1,572,579

ロ．建物 12,588,712

　　減価償却累計額 △ 1,492,714 11,095,998

ハ．構築物 1,530,515

　　減価償却累計額 △ 201,754 1,328,761

ニ．器械備品 5,353,058

　　減価償却累計額 △ 3,492,450 1,860,608

ホ．車両 11,079

　　減価償却累計額 △ 8,664 2,415

有形固定資産合計 15,860,361

（２）無形固定資産

イ．電話加入権 3,563

無形固定資産合計 3,563

（３）投資その他の資産

イ．長期貸付金 328,775

ロ．基金 188,216

投資その他の資産合計 516,991

固定資産合計 16,380,915

２．流動資産

（１）現金預金 906,814

（２）未収金 1,483,866

　　　貸倒引当金 △ 98,221 1,385,645

（３）貯蔵品 71,290

流動資産合計 2,363,749

資産合計 18,744,664

資　　　産　　　の　　　部

令和４年度　伊勢市病院事業予定貸借対照表

（令和5年3月31日）
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３．固定負債

（１）企業債

イ．建設改良等企業債 10,364,103

企業債合計 10,364,103

（２）引当金

イ．退職給付引当金 1,804,005

引当金合計 1,804,005

固定負債合計 12,168,108

４．流動負債

（１）企業債

イ．建設改良等企業債 951,358

企業債合計 951,358

（２）未払金 608,311

（３）引当金

イ．賞与引当金 206,446

ロ．法定福利費引当金 39,878

引当金合計 246,324

（４）その他流動負債 1,000

流動負債合計 1,806,993

５．繰延収益

　　長期前受金 3,766,662

　　収益化累計額 △ 2,317,039

繰延収益合計 1,449,623

負債合計 15,424,724

負　　　債　　　の　　　部
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６．資本金 4,254,000

７．剰余金

（１）資本剰余金

イ．受贈財産評価額 141,808

ロ．他会計補助金 89,846

ハ．工事負担金 53,395

ニ．寄附金 67,841

ホ．他会計負担金 697,162

　資本剰余金合計 1,050,052

（２）欠損金

イ．当年度未処理欠損金 1,984,112

　欠損金合計 1,984,112

剰余金合計 △ 934,060

資本合計 3,319,940

負債資本合計 18,744,664

資　　　本　　　の　　　部
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注記

　Ⅰ　重要な会計方針

１　たな卸資産の評価基準及び評価方法

　　　貯蔵品　　先入先出法による原価法

２　固定資産の減価償却の方法

　　（１）有形固定資産

　　　　・減価償却の方法　　定額法

　　　　・主な耐用年数

　　　　　　建物　　　　　  8年～47年

　　　　　　構築物　　　　 15年～50年

　　　　　　器械備品　　　　3年～15年

　　　　　　車両　　　　　　6年

３　引当金の計上方法

　　（１）退職給付引当金

　　　　　　職員の退職手当の支給に備えるため、当年度末における退職手当の要支給額に

　　　　　相当する金額を計上している（なお、他会計が負担すると見込まれる金額

　　　　　77,395,684円を除く）。

　　（２）賞与引当金

　　　　　　職員の期末・勤勉手当の支給に備えるため、当年度末における支給見込額に基

　　　　　づき、当年度の負担に属する額（12月から3月までの4か月分）を計上している。

　　（３）法定福利費引当金

　　　　　　職員の期末・勤勉手当に係る法定福利費の支出に備えるため、当年度末におけ

　　　　　る支出見込み額に基づき、当年度の負担に属する額を計上している。

　　（４）貸倒引当金

　　　　　　債権の不納欠損の損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、

　　　　　貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込

　　　　　額を計上している。

４　消費税の会計処理

　　　消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

　Ⅱ　予定キャッシュフロー計算書に関する注記

　　　当事業年度において重要な非資金取引は予定していない。

　Ⅲ　予定貸借対照表等関連

　　企業債の償還に係る他会計の負担

　　　貸借対照表に計上されている企業債（当年度の末日の翌日から起算して1年以内に償

　　還予定のものも含む）のうち、一般会計が負担すると見込まれる額は4,526,184千円であ

　　る。
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　Ⅳ　その他

１　退職給付引当金の取崩し

　　　当事業年度において、退職手当として 137,332千円を支給するために、退職給付引当

　　金 137,332千円を使用する。

２　賞与引当金及び法定福利費引当金の取崩し

　　　当事業年度において、職員の期末・勤勉手当として 642,607千円を支給するために、

　　賞与引当金 203,172千円を使用し、これに伴う法定福利費として 113,114千円を支出す

　　るために、法定福利費引当金 38,286千円を使用する。
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議案第８号 

令 和 ５ 年 度     伊 勢 市 水 道 事 業 会 計 予 算 

 

（総 則） 

第１条 令和５年度伊勢市水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。 

 

（業務の予定量） 

第２条 業務の予定量は、次のとおりとする。 

項      目 予  定  量 

（１） 給 水 戸 数 ５８，２０３ 戸 

（２） 総 給 水 量 １５，７３３ 千㎥ 

（３） 一 日 平 均 給 水 量 ４３，１０４ ㎥ 

（４） 主要な建設改良事業の概要 

ア 水 源 地 施 設 更 新 事 業 

イ 送配水管・施設新設及び更新事業 

ウ 老 朽 管 更 新 事 業 

エ 加 圧 施 設 更 新 事 業 

オ 庁 舎 建 設 事 業 

（単位 千円） 

３３，０００ 

      ９２７，７５２ 

      ６３１，９２１ 

       ３７，０００ 

       ４２，１７８ 

 

（収益的収入及び支出） 

第３条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。        （単位 千円） 

収            入 

款      項 予  定  額 

第 １ 款  水 道 事 業 収 益 ２，７４６，７２２ 

   第 １ 項  営 業 収 益 ２，４４８，００７ 

   第 ２ 項  営 業 外 収 益 ２９８，７１５ 

（単位 千円） 

支            出 

款      項 予  定  額 

第 １ 款  水 道 事 業 費 用 ２，５８４，８０７ 

   第 １ 項  営 業 費 用 ２，４５４，１２６ 

   第 ２ 項  営 業 外 費 用 １２０，６８１ 

   第 ３ 項  予 備 費 １０，０００ 

 

（資本的収入及び支出） 

第４条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。（資本的収入額が資本的支出額に

対し不足する額１，１９９，６４９千円は、過年度分損益勘定留保資金等で補塡するものとする。） 

（単位 千円） 

収            入 

款      項 予  定  額 

 第 １ 款  資 本 的 収 入 ８９２，４７６ 

   第 １ 項  企 業 債 ５４７，０００ 

   第 ２ 項  負 担 金 １９７，１８３ 

   第 ３ 項  他 会 計 補 助 金 ２２，２９３ 

   第 ４ 項  出 資 金 ７４，０００ 

   第 ５ 項    補     助         金 ５２，０００ 
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（単位 千円） 

支            出 

款      項 予  定  額 

 第 １ 款  資 本 的 支 出 ２，０９２，１２５ 

   第 １ 項  建 設 改 良 費     １，６９１，３３０ 

   第 ２ 項  償 還 金 ４００，７９５ 

 

（債務負担行為） 

第５条 債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおりと定める。 

事    項 期   間 限度額（単位 千円） 

水道施設運転管理業務委託 
自 令和５年度 

至 令和10年度 
４７０，０００ 

 

（企業債） 

第６条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。 

起債の目的 
限 度 額 

（単位 千円） 

起債の 

方 法 
利  率 償 還 の 方 法 

上水道事業 ５４７，０００ 

証書借入 

又は 

証券発行 

5.0 ％ 以内 

（ただし、利率

見直し方式で

借り入れる政

府資金及び地

方公共団体金

融機構資金に

ついて、利率の

見直しを行っ

た後において

は、当該見直し

後の利率） 

政府資金及び地

方公共団体金融機

構資金については、

その融通条件によ

り、銀行その他の場

合には、その債権者

との協定によるも

のとする。 

ただし、財政の都

合により据置期間

及び償還期限を短

縮し、又は繰上償還

若しくは低利に借

換えすることがで

きる。 

 

（一時借入金） 

第７条 一時借入金の限度額は、５００，０００千円と定める。 

 

（予定支出の各項の経費の金額の流用） 

第８条 予定支出の各項の経費の金額を流用できる場合は、次のとおりと定める。 

（１） 営業費用 

（２） 営業外費用 
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（議会の議決を経なければ流用することのできない経費） 

第９条 次に掲げる経費については、その経費の金額をそれ以外の経費の金額に流用し、又はそれ

以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。 

（単位 千円） 

項      目 予    定    額 

（１） 職 員 給 与 費 ２６５，４３１ 

 

（他会計からの補助金） 

第１０条 水道料金軽減措置等のため、一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、 

２５，６７５千円である。 

 

（たな卸資産の購入限度額） 

第１１条 たな卸資産の購入限度額は、４０，０００千円と定める。 

 

 

令和５年２月２０日  提 出 

 

 

伊勢市長  鈴 木 健 一 
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議案第９号 

令 和 ５ 年 度     伊 勢 市 下 水 道 事 業 会 計 予 算 

 

（総 則） 

第１条 令和５年度伊勢市下水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。 

 

（業務の予定量） 

第２条 業務の予定量は、次のとおりとする。 

項      目 予  定  量 

（１） 排 水 戸 数 ２８，１５２ 戸 

（２） 総 排 水 量 ７，２６５ 千㎥ 

（３） 一 日 平 均 排 水 量 １９，９０４ ㎥ 

（４） 主要な建設改良事業の概要 

ア 汚水管渠敷設事業 

イ 汚水管渠更新事業 

ウ 処理場更新事業 

エ 雨水管渠敷設事業 

オ ポンプ場築造事業 

カ ポンプ場更新事業 

キ 庁舎建設事業 

（単位 千円） 

２，３８２，０６３ 

  １５５，７００ 

       １０，０００ 

       ８４，０００ 

      ４２８，６００ 

      ２６２，７８１ 

      ４３０，３８８ 

 

（収益的収入及び支出） 

第３条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。        （単位 千円） 

収            入 

款      項 予  定  額 

第 １ 款  下 水 道 事 業 収 益 ４，５７６，８８４ 

   第 １ 項  営 業 収 益 １，５４１，４５５ 

   第 ２ 項  営 業 外 収 益 ２，５４８，８０９ 

   第 ３ 項  特 別 利 益 ４８６，６２０ 

（単位 千円） 

支            出 

款      項 予  定  額 

第 １ 款  下 水 道 事 業 費 用 ４，５２２，９６８ 

   第 １ 項  営 業 費 用 ３，２１６，１４８ 

   第 ２ 項  営 業 外 費 用 ４４５，９３１ 

   第 ３ 項  特 別 損 失 ８５０，８８９ 

第 ４ 項  予 備 費        １０，０００ 

 

 

 

 

 

 

 

-313-



（資本的収入及び支出） 

第４条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。（資本的収入額が資本的支出額に

対し不足する額１，５８２，１７２千円は、過年度分損益勘定留保資金等で補塡するものとす

る。）                                 （単位 千円） 

収            入 

款      項 予  定  額 

 第 １ 款  資 本 的 収 入 ４，４２７，２１９ 

   第 １ 項  企 業 債 ２，８０１，３００ 

   第 ２ 項  負 担 金 ３６９，４１９ 

   第 ３ 項  国 庫 補 助 金     １，２５６，５００ 

（単位 千円） 

支            出 

款      項 予  定  額 

 第 １ 款  資 本 的 支 出 ６，００９，３９１ 

   第 １ 項  建 設 改 良 費     ４，１６１，５７０ 

   第 ２ 項  企 業 債 償 還 金     １，８４６，３２１ 

   第 ３ 項  諸 支 出 金 １，５００ 

 

（債務負担行為） 

第５条 債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおりと定める。 

事    項 期   間 限度額（単位 千円） 

五十鈴川中村浄化センター維持管

理業務委託 

自 令和５年度 

至 令和９年度 
１９４，０００ 

令和５年度水洗便所等改造資金融

資あっせんに伴う利子補給金 

自 令和６年度 

   至  令和10年度 
８２ 

令和５年度水洗便所等改造資金助

成金 

自 令和５年度 

至 令和６年度 
３，３００ 

令和５年度浄化槽雨水貯留施設転

用補助金 

自 令和５年度 

至 令和６年度 
１５０ 

下水道使用料納入通知書等作成業

務委託 

自 令和５年度 

至 令和８年度 
    １０，０９８ 

尾上岩渕分区汚水幹線築造工事 
自 令和６年度 

至 令和６年度 
９０，０００ 

桜橋第１ポンプ場他１施設電気設

備工事委託 

自 令和６年度 

至 令和６年度 
９２，０００ 

吹上ポンプ場他２施設水処理設備

工事委託 

自 令和６年度 

至 令和６年度 
４６４，０００ 
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（企業債） 

第６条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。 

起債の目的 
限 度 額 

（単位 千円） 

起債の 

方 法 
利  率 償 還 の 方 法 

流域関連公共 

下水道事業 
２，１０５，３００ 

証書借入 

又は 

証券発行 

 

 

5.0 ％ 以内 

（ただし、利率

見直し方式で

借り入れる政

府資金及び地

方公共団体金

融機構資金に

ついて、利率の

見直しを行っ

た後において

は、当該見直し

後の利率） 

政府資金及び地方

公共団体金融機構資

金については、その融

通条件により、銀行そ

の他の場合には、その

債権者との協定によ

るものとする。 

ただし、財政の都合

により据置期間及び

償還期限を短縮し、又

は繰上償還若しくは

低利に借換えするこ

とができる。 

宇治・中村特環

公共下水道事業 
１，１００ 

流域下水道事業 ３９４，９００ 

資本費平準化 ３００，０００ 

 

（一時借入金） 

第７条 一時借入金の限度額は、２，０００，０００千円と定める。 

 

（予定支出の各項の経費の金額の流用） 

第８条 予定支出の各項の経費の金額を流用できる場合は、次のとおりと定める。 

（１） 営業費用 

（２） 営業外費用 

 

（議会の議決を経なければ流用することのできない経費） 

第９条 次に掲げる経費については、その経費の金額をそれ以外の経費の金額に流用し、又はそれ

以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。 

（単位 千円） 

項      目 予    定    額 

（１） 職 員 給 与 費 ２９３，０５０ 

 

（他会計からの補助金） 

第１０条 下水道使用料軽減措置等のため、一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、 

３９２，７１２千円である。 

 

 

 

 

令和５年２月２０日  提 出 

 

伊勢市長  鈴 木 健 一 
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